
液化石油ガス法※における指導内容について 
※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

 

                                  札幌市消防局 
 

〇ＬＰガスバルク貯槽（1,000kg 未満）と保安物件及び火気までの距離 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・保安物件との距離がとれない場合の構造壁等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇充てん容器等（1,000 ㎏未満）（規則※第１８条第１号）の火気までの距離 
※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 

・充てん容器等（内容積２０ℓ以上）を置く位置から２ｍ以上 

 

〔第１種保安物件※１に対し１．５ｍ〕 

※１ 学校等、病院（ベッド２０床以上）、劇場・映画館・公会堂等（収容定員３００人以上）、 福

祉施設等（収容定員２０人以上）、文化財施設、博物館、駅（１日平均２万人以上利用）、大規

模店舗など不特定多数の者が出入りする収容施設（１,０００㎡以上） 
 

〔第２種保安物件※２に対し１．０ｍ〕 

※２ 第１種保安物件以外の建築物で住居の用に供するもの（一般住宅・共同住宅） 
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垂直投影でバルク貯槽の周囲 1m に開口部（燃

焼機器の給排気筒及び換気口含む。）がなく準耐

火構造以上（JIS A1304 30 分加熱試験に合格） 
（FD、防火設備等でも開口部は設けられない。） 
 

構造壁の下部は地面と接

すること。 

構造壁の設置は最大で 
２方向までとする。 

第一種保安物件 １.５ｍ以上 
第二種保安物件 １.０ｍ以上 

火気［裸火、ボイラー、燃焼機器の排気

筒（320℃以下の部分は除く。）、自動車、

火花を生じる電気製品（防爆型又は着

火源とならないものは除く。）］ 

外面から 
２m 以上 



 

 

 

〇屋外の火気との距離がとれない場合の隔壁 

 バルク貯槽の外面や充てん容器等を置く位置から２ｍ以内にある屋外の火気を遮る措置は、

充てん容器等との間に不燃性の隔壁を設け、漏えいした液化石油ガスが火気の方向に流動す

ることを遮る必要があります。具体的な措置方法については、下記の例により施工してくだ

さい。 
 なお、下記の例によらない措置を講じる場合は、事前にお問合せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【お問合せ先：予防部査察規制課危険物保安係 ０１１－２１５－２０５０】 

バルクと火気を遮る高さ 
※バルク(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ込み。)の高さと同等以上 

火気からの距離が２ｍ確保できない場合は、不燃性の隔壁を設け、火気をさえぎる措置を講ずること。 

また、その隔壁の下部は地面と接していること。 

※迂回水平距離を要しない。 

◎火気に該当するもの 

裸火、ボイラー、燃焼機器の排気筒（320℃以下の部分は除く。）、自動車、火花を生じる電気製品（防

爆型又は着火源とならないものは除く。） 

充てん容器と火気を遮る高さ 

※充てん容器の高さと同等以上 

供給設備 

建築物 
20ℓ 以 上
の容器 

排気筒 

(320℃より高温の場合は火気) 
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隔壁の下部は地面と

接すること。 

当該容器を置く位置 

※ 規則第１８条の当該容器を置く位置とは、

コンクリート架台又はゴムマット等に容器

の底部が接触する部分をいう。 
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バルクと火気を遮る長さ 
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